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１．事業者指導課に提出が必要な書類について 

（１）事業所と同一の建物に居住する利用者数の確認等について 

 事業所と同一の建物に居住する利用者へのサービス提供がある事業所（平成２６年

３月に事業開始した事業所を除く）は、別紙「同一建物に居住する利用者の減算に係

る届出書（市様式６）」により、事業所と同一の建物に居住する実利用者の月平均人数

の確認をしてください。 

   ※確認により、１月当たりの実利用者数が３０人以上である事業所については、平

成２６年４月サービス提供分から減算適用となります。 

新たに減算適用となる場合は、体制届の提出が必要。 

→ 提出期限：平成２６年３月１７日

   ＜体制届の必要書類＞    

・変更届（様式第４号） 

・体制届（別紙２） 

・体制等状況一覧表（別紙１） 

・同一建物に居住する利用者の減算に係る届出書（市様式６） 

（２）サービス提供体制強化加算算定に係る看護師等の勤続年数の確認等について 

 サービス提供体制強化加算を算定している事業所（平成２６年３月に事業開始した

事業所を除く）は、別紙「サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙１２－２）」

により、看護師等の勤続年数の要件の確認をしてください。 

   ※確認により適用外になる場合は、取り下げのため、体制届の提出が必要です。 

→ 提出期限：平成２６年３月１７日

   ＜体制届の必要書類＞    

・変更届（様式第４号） 

・体制届（別紙２） 

・体制等状況一覧表（別紙１） 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１２－３） 

・サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙１２－２付表） 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（届出月の前月のもの） 

２．平成２６年３月３１日に指定有効期間を満了する事業所の指定更新通知書について 

平成２６年３月３１日において、多くの指定介護保険事業者が一斉に６年間の指定有 

効期間を満了することに伴い、期限を前倒しして提出いただいた指定更新について、『指

定更新通知書』は、３月下旬に発送する予定です。 

事業者指導課（在宅指導係）からのお知らせ 
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3．平成２６年度報酬改定に伴い、重要事項説明書が変更となる場合について 

（１）  平成２６年度からの利用申込者に対しては、消費税８％への引き上げに伴う平成

２６年度介護報酬改定の内容を反映させた重要事項説明書を作成の上、当該説明書

を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 

（２）  既存の利用者に対しては、変更内容を反映した重要事項説明書（同意を得ている

重要事項説明書の内容の一部差し替えとして、変更部分のみでも可）を交付して説

明を行うこと。 

4．事業者指導課の係名変更等について（予定） 

（１）  平成２６年４月１日から、事業者指導課の係名を変更します。なお、電話番号及 

       びＦＡＸ番号（各係共通 086-221-3010）はそのままです。

    （現 行）     （H26.4.1～）      （電話番号・変更なし） 

   地域密着指導係 → 地域密着事業者係      086-212-1012      

  在宅指導係   → 訪問通所事業者係      086-212-1013 

  施設指導係   → 施設係           086-212-1014   

  障害事業者係  → 障害事業者係（変更なし）  086-212-1015 

（２）  平成２６年４月１日から、「（介護予防）認知症対応型通所介護」事業の担当係 

が、地域密着指導係から「訪問通所事業者係」に変更されます。

5．相談室（相談スペース）の共用について 

（１） 平成２６年４月１日から、業務に支障がない場合に限り、相談室（相談スペース） 

     について、他の事業と共用であっても差し支えないこととする予定です。 

（２） 上記に伴い、既に届け出ている平面図が変更になる場合は、変更後１０日以内に 

     届け出てください。 

6．電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス変更の際の連絡について 

事業所の電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスが変更になった場合は、別紙「電話・

ＦＡＸ番号・メールアドレス変更届」を利用するなどして連絡をお願いします。 

7．疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、原則とし 

て「質問票」により、ＦＡＸにて送信してください。 
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平成  年  月  日

岡山市 保健福祉局 事業者指導課 宛

ＦＡＸ番号 ０８６－２２１－３０１０

電話・ＦＡＸ番号・メールアドレス 変更届 

下記のとおり電話・ＦＡＸ番号・メールアドレスが変更になりましたので，

お知らせします。

記

法人名                                  

事業所名                                 

介護保険事業所番号                            

旧番号 新番号

電話番号

ＦＡＸ番号

メール

アドレス

電話番号

ＦＡＸ番号

メール

アドレス
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質 問 票】
 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課在宅指導係あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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